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第２３期 第３５回別海町農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年４月３０日（木） 午前１０時００分から午前１２時００分 

 

２ 開催場所  別海町役場 101・102 会議室 

 

３ 出席委員 （２５人） 

 

会長      ２７番 小 野 榮 一 

会長職務代理者 ２６番 信 夫 重 勝 

 

委員       １番 石 毛   剛 

         ２番 市 川 義 晴 

                 ３番 芳 賀   均 

                 ４番 小 島   敏 

                 ５番 齊 藤 主 夫 

                 ６番 浦 山 宏 一 

                 ８番 阿 部   浩 

                 ９番 山 崎   茂 

                １１番 及 川 哲 夫 

                １２番 押 田 賢 二 

                １３番 望 月  彦 

                １４番 木 幡   誠 

                １５番 加 藤 真 純 

                １６番 林   武 雄 

                １７番 山 田 良 雄 

                １８番 内 藤 宏 幸 

                １９番 五ノ井 勝 徳 

                ２０番 藤 井   実 

                ２１番 加 藤 和 広 

                ２２番 羽 石 健 一 

                ２３番 大 内 敏 光 

                ２４番 太 田 公 一 

                ２５番 會 田 勝 規 

 

 

４ 欠席委員           ７番 小 杉 良 夫 

                １０番 畠 山 友 子 
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５ 議事日程 

 

    第 １ 報告第１号 事務局職員の人事異動について 

    第 ２ 報告第２号 令和元年度別海町農業委員会事務処理状況報告について 

    第 ３ 報告第３号 農地等あっせん結果の報告について（農業経営基盤強化促進法） 

第 ４ 報告第４号 農地法第３条第６項の規定による農地等利用状況の報告について 

第 ５ 報告第５号 農地法第４条許可書の交付について 

第 ６ 報告第６号 農地法第５条の規定による農地転用許可後の事業完了届について 

第 ７ 報告第７号 農地法第６条１項の規定による農地所有適格法人の定期報告について 

第 ８ 議案第１号 農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について 

第 ９ 議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の提出について 

第 10 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の提出について 

第 11 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の提出について 

第 12 議案第５号 別海町農用地利用集積計画の決定について 

第 13 議案第６号 令和２年度別海町農地移動あっせん指導価格の設定について 

第 14 議案第７号 農地法第３条第２項第５号の規定に基づく別段の面積を設定しないこと 

          の承認について 

第 15 議案第８号 現況証明願いについて 

第 16 議案第９号 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）及び 

          令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）の承認について 

 

 

６ 農業委員会事務局職員 

        事務局長     中 村 公 一  農地調整担当主任  山 下 真 弘 

        総務担当主幹    木 直 人  農地調整担当主任  川 原 浩 貴 

        農地調整担当主査 藤 巻 成 司  農地調整担当主事  齊 藤 一 真 

        総務担当主任   加 藤 美 和 

 

 

 

７ 傍 聴 人  な し 

 

 

 

 

８ 議事録署名委員      議席１８番  内 藤 宏 幸 

議席１９番  五ノ井 勝 徳 
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次の記録は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により会議の記録を記載したものである。 

 

 

令和２年４月３０日 

 

署名者 

 

議   長    小 野 榮 一      ㊞ 

 

議席１８番    内 藤 宏 幸      ㊞ 

 

議席１９番    五ノ井 勝 徳      ㊞ 
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９ 会議の概要 

事 務 局 

(中村局長) 

ただいまから第３５回別海町農業委員会総会を開催いたします。はじめに、小

野会長より御挨拶をいただきます。 

小野会長 皆さんおはようございます。 

～４月の公務報告がある～ 

本日は報告７件、議案９件です。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 

（中村局長） 

ありがとうございました。 

それでは総会の議長につきましては、会議規則第５条に基づきまして会長が議

長となります。小野会長よろしくお願いいたします。 

議長 

(小野会長) 

議事に入ります。議事録署名委員は、議席１８番内藤委員、議席１９番五ノ井

委員です。よろしくお願いします。欠席委員は、議席７番小杉委員、議席１０番

畠山委員です。 

それでは、「日程第１ 報告第１号 事務局職員の人事異動について」を議題に

供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(中村局長) 

【報告第１号朗読】 

報告第１号 

事務局職員の人事異動について 

職員に事務の一部を委任する規程第１条により、次のとおり事務局職員の異動

発令を行ったので報告する。 

【報告第１号内容説明】 

１ 令和２年４月１日付出向 

別海町農業委員会事務局主幹 廣島静治 

別海町へ出向を命ずる 

２ 令和２年４月１日付出向 

別海町農業委員会事務局主任 武田文吉 

別海町へ出向を命ずる 

３ 令和２年４月１日付出向 

別海町農業委員会事務局主事 石橋聖滉 

別海町へ出向を命ずる 

４ 令和２年４月１日付任命 

別海町主幹 木直人 

別海町農業委員会職員に任命する 

主幹を命ずる 

５ 令和２年４月１日付任命 

別海町主任 川原浩貴 

別海町農業委員会職員に任命する 

主任を命ずる 

事務局勤務を命ずる 

６ 令和２年４月１日付任命 

別海町主事 佐藤大樹 

別海町農業委員会職員に任命する 

主事を命ずる 

事務局勤務を命ずる 

以上で報告第１号の内容説明を終わります。 

議長 はい、ありがとうございました。報告第１号の事務局説明が終わりました。こ
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(小野会長) こで報告第１号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませ

んか。 

(委員) ｢なし｡｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし｡｣ということですので、報告第１号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第１号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第２ 報告第２号 令和元年度別海町農業委員会事務処理状

況報告について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願

いします。 

事務局 

(木主幹) 

【報告第２号朗読】 

報告第２号 

令和元年度別海町農業委員会事務処理状況報告について 

令和元年度において、当委員会が取り扱った事務について次のとおり報告する。 

【報告第２号内容説明】 

１、農地法第３条。所有権、賃貸借等合わせまして受理件数５９件。許可件数

５９件。総計２，３８７．０４ha。内訳につきましては、下の内訳欄に記載のと

おりです。 

２、農地法第４条。受理件数３０件。許可件数２８件。移動面積１２．１５ha。

許可件数につきましては、３月３１日現在の移動件数となっております。内訳に

ついては、内訳欄に記載のとおりです。 

３、農地法第５条。受理件数１５件。許可件数１５件。移動面積は１３．１４

ha。内訳につきましては、内訳欄のとおりです。 

４、農地法第１８条による解約。合意解約４６件。面積６８９.９１ha。 

５、現況証明。受理件数４０件。証明件数４０件。証明筆数６３筆。 

６、その他の証明。４２件でございます。 

７、農用地利用集積計画。所有権移転１１９件。面積２，３６８.２５ha。利用

権設定１４２件。面積２，７５９.６６ha。内訳につきましては、(１)から７ペー

ジ(５)までに記載のとおりです。 

８、令和元年度農用地等集団化(交換分合)事業実績。令和元年度の事業実績は

ございません。 

９、農業者年金関係。新規加入者８名。経営移譲年金裁定請求者７名。特例付

加年金裁定請求者８名。加入状況ですが、加入者５８９名。未加入者４６６名と

なっております。 

１０、農政活動等関係。農業施策に関する要請といたしまして、令和元年５月

２７日に北海道選出の国会議員と、１１月２７日に地元選出国会議員への要請活

動を行っています。農業者等との意見交換会といたしまして、令和元年１１月２

５日、「本町におけるこれからの農業経営」をメインテーマとして開催しておりま

す。以上で報告第２号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第２号の事務局説明が終わりました。そ

れでは報告第２号につきまして質疑を受けたいと思います。御質問ございません

か。 

(委員) ｢なし｡｣ 

議長 ｢なし｡｣ということですので、報告第２号を承認することに御異議ございません
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(小野会長) か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第２号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第３ 報告第３号 農地等あっせん結果の報告について」を

議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(齊藤主事) 

【報告第３号朗読】 

報告第３号 

農地等あっせん結果の報告について 

次の者から農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく利用権の設

定等についてあっせんの申出があり、あっせんを行ったので報告する。 

【報告第３号内容説明】 

本案は全部で３件ございます。議案第１号から３号まで全て農地売買等事業に

より北海道農業公社が買い入れた土地について一時貸付を行う内容でございま

す。旧所有者につきましては１号から３号まで□さんです。いずれも、今後の取

り扱いについては議案第５号で提案し御審議いただく予定であります。それでは

朗読します。 

第１号。あっせん候補者。□□番地の□、□。対象地、□□-□外□筆。計３７

３，８１２㎡。農地の所有者、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益財

団法人 北海道農業公社 理事長 竹林孝。あっせん委員、加藤真純委員外５名。

あっせん結果、成立。あっせん価格、賃貸借、年間□円。１号から３号まで全て、

農地の所有者、あっせん委員、あっせん結果は同文ですので朗読を割愛します。 

第２号。あっせん候補者。□□番地の□、□。対象地、□□-□外□筆。計１８

８，５８６㎡。あっせん価格、賃貸借、年間□円。 

第３号。あっせん候補者。□□番地の□、□。対象地、□□-□、□□-□。計

５０，７８８㎡。あっせん価格、賃貸借、年間□円。以上で報告第３号の内容説

明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第３号の事務局説明が終わりました。こ

こで、あっせん委員の説明を求めます。議席１８番内藤委員お願いします。 

１８番 

(内藤委員) 

それでは、報告させていただきます。公社からの一時貸付けを受けて、５年後

の取得と規模拡大を目指して頑張っております。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第３号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。報告第３号につきまして何か御質問ございません

か。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、報告第３号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) ｢異議なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢異議なし｡｣ということですので､報告第３号を原案のとおり承認することに決定

します｡ 

続きまして、「日程第４ 報告第４号 農地法第３条第６項の規定による農地等

利用状況の報告について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説

明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第４号朗読】 

報告第４号 
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農地法第３条第６項の規定による農地等利用状況の報告について 

次の者から農地法第３条第６項の規定による農地等の利用状況報告書の提出が

あったので報告する。 

【報告第４号内容説明】 

今月は２件の報告がありました。いずれも農地法第３条第１項の許可を受けた

農地等利用状況について、適正に利用している旨の報告を受けています。また、

その他の要件につきましても満たしていると考えています。決算期、受理日につ

きましても記載のとおりですので朗読を省略させて頂きます。以上で報告第４号

の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第４号の事務局説明が終わりました。こ

れも定期報告ですので事務局説明のみとします。ここで報告第４号につきまして

質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、報告第４号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) ｢異議なし｡｣ 

議長 

(小野会長) 

｢異議なし｡｣ということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに決定

します。 

続きまして、「日程第５ 報告第５号 農地法第４条許可書の交付について」を議

題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第５号朗読】 

報告第５号 

農地法第４条許可書の交付について 

農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北

海道農業会議に意見聴取した結果、許可を相当する回答があったので許可書を交

付し、別海町農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

【報告第５号内容説明】 

本件につきましては、令和２年２月２８日開催第３３回農業委員会総会にて御

審議いただいた案件で、申請時における計画とおりですので、詳細につきまして

は朗読を省略します。許可日については、別海農業振興地域整備計画変更におけ

る計画変更完了通知が令和２年２月３日。農業会議の意見聴取日が令和２年３月

１８日であったことから、条件の整いました令和２年３月１８日としております。

以上で、報告第５号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第５号の事務局説明が終わりました。こ

れも許可案件ですので事務局説明のみとします。それでは、報告第５号につきま

して質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、報告第５号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) ｢異議なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢異議なし。｣ということですので、報告第５号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第６ 報告第６号 農地法第５条の規定による農地転用許可

後の事業完了届について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説

明をお願いします。 
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事務局 

(山下主任) 

【報告第６号朗読】 

報告第６号 

農地法第５条の規定による農地転用許可後の事業完了届について 

次の者から先に農地法第５条の規定により許可を受けた事業が完了した旨の届

出があったので報告する。 

【報告第６号内容説明】 

本件については、令和２年４月１３日、令和２年４月１７日現地調査を行い、

結果は良好でした。報告内容につきましては、１号について計画高１０，８６６

㎥に対して出来高１０，８６６㎥であり、２号は計画高５，３５７㎥に対して出

来高１，９５０㎥、３号は計画高１９，２５０㎥に対して出来高９，５４６㎥、

４号は計画高３，３８６㎥に対して出来高２，７０２㎥であり、そのほかは申請

時の計画どおりですので、省略させていただきます。以上で報告第６号の内容説

明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第６号の事務局説明が終わりました。こ

こで、現地調査委員の説明を求めます。１号を議席４番小島委員。２号を議席２

３番大内委員。３号４号につきましては議席１５番加藤真純委員。それでは小島

委員お願いします。 

４番 

(小島委員) 

４月１７日に加藤真純委員長、藤井委員と事務局職員５人で現地を調査してま

いりました。大変綺麗に整地されておりまして問題ないと思われます。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号を大内委員お願いします。 

２３番 

(大内委員) 

４月１３日に市川委員、木幡委員、事務局職員４名で見てまいりました。長年

採取されている場所でありますが、問題ないと見てまいりましたのでよろしくお

願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、３号４号を加藤真純委員お願いします。 

１５番 

(加藤真純委員) 

３号ですが、ここは長年火山灰を採取していた所でありまして、本年度も良好

に整地されていました。表土がまだ山になっていて、おそらく三年分だと思いま

すが、まとめて今年播種するという状況です。 

４号の□さんの土地ですが、こちらは去年からの申請で、良好に整地されてい

ました。以上です。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第６号の委員説明が終わりました。ここ

で、報告第６号について質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、報告第６号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) ｢異議なし｡｣ 

議長 

(小野会長) 

｢異議なし｡｣ということですので、報告第６号を原案のとおり承認することに決定

します。 

続きまして、「日程第７ 報告第７号 農地法第６条第１項の規定による農地所

有適格法人の定期報告について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内

容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第７号朗読】 

報告第７号 

農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告について 
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次の者から農地法第６条第１項の規程による農地所有適格法人報告書の提出が

あったので報告する。 

【報告第７号内容説明】 

今月は２６件の報告がありました。いずれも農地法第２条に基づく事業要件、

構成員要件、役員要件全て満たしておりました。その他の法人名、決算期等につ

きましては、記載のとおりですので朗読を省略させていただきます。以上報告第

７号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございます。報告第７号の事務局説明が終わりました。この

件につきましても、法人の定期報告ですので事務局説明のみとさせていただきま

す。それでは報告第７号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ご

ざいませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、報告第７号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) ｢異議なし｡｣ 

議長 

(小野会長) 

｢異議なし｡｣ということですので、報告第７号を原案のとおり承認することに決定

します。 

続きまして、「日程第８ 議案第１号 農地法第１８条の規定による賃貸借の解

約について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いし

ます。 

事務局 

(齊藤主事) 

【議案第１号朗読】 

議案第１号 

農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について 

次の者から農地法第１８条第６項の規定により提出された賃貸借の合意解約の

通知について、同条第１項の規定による可否を求める。 

【議案第１号内容説明】 

本件は全部で２件ございます。貸主、借主双方の合意により解約された通知で

あり、土地の引渡し時期前６か月以内に合意解約が成立しております。それでは

朗読します。 

第１号。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、□。解約する土地、

□□-□、□□-□。計９８，６３１㎡。利用権の種類、賃借権。契約期間、平成

２９年５月２日から令和４年５月１日。合意解約成立の日、令和２年４月８日。

土地の引渡の時期、令和２年４月９日。解約の理由、合意解約。 

第２号。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、□。解約する土地、

□□-□外□筆。計１１０，１４２㎡。利用権の種類、賃借権。契約期間、平成２

８年５月２日から令和３年５月１日。合意解約成立の日、土地の引渡の時期、解

約の理由は同上です。以上で議案第１号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第１号の事務局説明が終わりました。こ

の案件につきましても合意解約案件ですので、事務局説明のみとさせて頂きます。

それでは、議案第１号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ござ

いませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 
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議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案１号を原案のとおり許可することに決定し

ます。 

続きまして、｢日程第９ 議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申

請書の提出について｣を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお

願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第２号朗読】 

議案第２号 

農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出について 

次の者から農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第２号内容説明】 

農地法第３条許可申請につきまして、別添資料調査書を配布しておりますので

併せて参照願います。 

第１号。申請人の住所氏名。譲渡人、□□番地の□、□。譲受人、□□番地□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆、計２７，０４７㎡。許可

を受けようとする理由。譲渡人は、農地を有効活用するため交換するものである。

譲受人は、農地を有効活用するため交換するものである。本件につきましては等

価交換ということで申請を受けています。 

第２号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□□筆、計９１７，６５９㎡。

許可を受けようとする理由、貸人は、経営の主体である妻に全地使用貸借するも

のである。借人は、夫から全地使用貸借を受けるものである。期間は許可日から

定めないものとする。 

第３号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆、計１，０４６，０９７㎡。

許可を受けようとする理由。貸人は、農地を有効活用するために使用貸借するも

のである。借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるものである。

期間は許可日から１０年間です。 

第４号。申請人の住所氏名。譲渡人、□□番地□、□。譲受人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、計２１１㎡。許可を受けようと

する理由。譲渡人は、農地を有効活用するため売渡すものである。譲受人は、経

営規模拡大のため買受けるものである。売買価格は、□円です。本件は、昨年相

談がありまして１１月現地調査にて現地を確認しております。 

第５号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆、計９６，３６１㎡。許可

を受けようとする理由は、貸人は、農地の有効活用のため賃貸するものである。

借人は、経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は許可日から５

年間です。賃貸価格は、□円となっています。 

第６号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆。計２０９，１４３㎡。許

可を受けようとする理由は、貸人は、農地の有効活用のため賃貸するものである。

借人は、経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は許可日から５

年間です。賃貸価格は□円となっています。 

第７号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆。計９９，３３４㎡。許可
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を受けようとする理由は、貸人は、農地の有効活用のため賃貸するものである。

借人は、経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は許可日から５

年間です。賃貸価格は、□円です。 

第８号。申請人の住所氏名。譲渡人、□□番地の□、□。譲受人、□□番地の

□、□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆。計１７２，５７５㎡。

許可を受けようとする理由は、譲渡人は、農地を有効活用のため売渡すものであ

る。譲受人は、経営規模拡大のため買受けるものである。売買価格は、□円です。 

第９号。申請人の住所氏名。譲渡人、□□番地□、□。譲受人、□□番地、□。

許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆。計１３５，２２２㎡。許可を

受けようとする理由は、譲渡人は、農地を有効活用のため売渡すものである。譲

受人は、経営規模拡大のため買受けるものである。売買価格は、山林原野等を含

んだ価格で□円です。本案件につきましても第４号案件と同様、昨年相談があり

まして１１月現地調査にて現地を確認しております。 

第１０号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外□筆。計４２６，５１０㎡。許

可を受けようとする理由は、貸人は、農地の有効活用のため賃貸するものである。

借人は、経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は、許可日から

１０年間です。賃貸価格は、□円です。 

第１１号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示は、□□-□外□筆。計２８６，２７４㎡。

許可を受けようとする理由は、貸人は、農地の有効活用のため賃貸するものであ

る。借人は、経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は許可日か

ら１０年間です。賃貸価格は、□円です。 

第１２号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地、□。借人、□□番地の□、□。

許可を受けようとする土地の表示は、□□-□外□筆。計５８，５２９㎡。許可を

受けようとする理由は、貸人は、農地の有効活用のため賃貸するものである。借

人は、経営規模拡大のため賃借を受けるものである。賃借期間は許可日から５年

間です。賃貸価格は□円です。以上で議案第２号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第２号の事務局説明が終わりました。こ

こで現地調査委員の説明を求めます。１号を議席１４番木幡委員。２号を議席４

番小島委員。３号を議席１５番加藤真純委員。４号を議席２４番太田委員。５号、

６号、７号を議席１５番加藤真純委員。８号を議席２０番藤井委員。９号を議席

２４番太田委員。１０号、１１号を議席４番小島委員。１２号を議席２０番藤井

委員。それでは木幡委員お願いします。 

１４番 

(木幡委員) 

 それでは説明いたします。□さんは□町、□さんは□町ですが、□さんの牛舎

裏に□さんの土地があり、長年同じくらいの面積を交換して使っていましたが、

今回正式に交換することになりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、第２号を小島委員お願いします。 

４番 

(小島委員) 

はい、説明いたします。□さんですが、３・４年前の事故の後遺症により、細

かな作業が大変だということで、農協との話し合いでこの度奥さんに経営を譲渡

し、□さんは仕事を手伝いながら営農することになりました。後継者もいるので

すが、今はコントラ組合で経験を積んでいる最中で、いずれは帰って来ると思い

ますので心配ないかなと思います。よろしくお願いします。 

議長 続きまして、３号を加藤真純委員お願いします。 
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(小野会長) 

１５番 

(加藤真純委員) 

３号の□さんの案件ですが、数年前から経営移譲していましたが、□さんが農

地所有適格法人設立により、親から会社への賃貸になります。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、４号を太田委員お願いします。 

２４番 

(太田委員) 

４号について御説明します。ここの土地は、□さんの相続人である□さんが、新

規就農する□さんに２１１㎡を売渡すものです。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、５号から７号を加藤真純委員お願いします。 

１５番 

(加藤真純委員) 

５号から７号までまとめて説明いたします。この案件も現地調査が必要な案件

でしたので、４月１７日に小島委員、藤井委員と事務局２名の計５名で草地の確

認をしております。□さんですが、搾乳を辞めて育成をしておりましたが、併せ

て面積が多いので自分で収穫して牧草を販売していましたが、結構疲れてきたと

いうことで育成に必要な分を残し、近隣の農家さんの方に使っていただくという

ことで３条によって賃貸することになった案件でございます。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、８号を藤井委員お願いします。 

２０番 

 (藤井委員) 

８号も同じく１７日に加藤委員長、小島委員と事務局とで見てきました。場所

は□ですが、譲受人は□の□さんです。見たところ良い土地で、別段問題ないと

思われます。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、９号を太田委員お願いします。 

２４番 

(太田委員) 

９号について御説明いたします。この土地は４号で説明した□さんの相続人で

ある□さんが、□に３条で売渡すものです。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、１０号１１号を小島委員お願いします。 

４番 

(小島委員) 

説明いたします。この土地は、□さんの娘の□さんが使っていましたが、営農

を辞めるということで解約され、３条で近隣の２件の方に借りてもらうという案

件です。両者問題ないと思います。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、１２号を藤井委員お願いします。 

２０番 

(藤井委員) 

説明いたします。１７日に加藤委員長、小島委員と見てきました。場所は□か

ら北側方面に向かっていく最初の土地です。左側に□という会社があり、その丁

度逆サイドになります。非常に平らでいい土地でした。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第２号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 

議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案２号を原案のとおり許可することに決定い

たします。 

続きまして、｢日程第１０ 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可

申請書の提出について｣を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明を

お願いします。 
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事務局 

(藤巻主査) 

【議案第３号朗読】 

議案第３号 

農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出について 

次の者から農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第３号内容説明】 

本件申請につきましては、立地基準及び一般基準を満たし、農用地利用集積計

画及び農業振興地域整備計画に基づく農地利用に支障を生ずる恐れがないものと

判断しております。 

第１号。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、面積１３５，１９６㎡の

内７，１４４.５９㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、牛舎外７，１４４.５

９㎡。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地法第４条第６項。土地利用計画、

農用地。転用者、□□番地の□、□。 

第２号。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、面積３７，２９０㎡の内

９９５．９４㎡。目的、農家住宅建設。計画内容、住宅外９９５．９４㎡。転用

基準、区分、２種。土地利用計画、農振地。転用者、□□番地の□、□。以上で

議案第３号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。それでは議案第３号につきまして現地調査委

員の説明を求めます。１号を議席１４番木幡委員。２号を議席６番浦山委員。そ

れでは、木幡委員お願いします。 

１４番 

(木幡委員) 

説明いたします。４月１３日に大内副委員長、市川委員と事務局で現地確認し

てきました。去年辺りからスラリーストアを作っていて、そこに廃道があったの

でおそらくそこをならし、そこに牛舎を作る計画だと思います。現地を見てまい

りましたが、別段差支えがないと思います。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、第２号を浦山委員お願いします。 

６番 

(浦山委員) 

説明いたします。□さんの案件ですが、今回転用する□さんは２年程前にそれ

まで勤めていた□の□からユーターンし就農した経営者です。現在、親御さんと

住まわれている住宅に通ずる道路の斜め向かいに、新しい住宅を建てたいという

ことで必要最小限の面積でございます。なお、現地調査は４月１５日に別の案件

の農地評価もありましたので、上春別班の委員６名で見てまいりました。よろし

くお願いいたします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第３号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 

議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案第３号を原案のとおり許可することに決定

します。 

続きまして、｢日程第１１ 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の提出について｣を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明を

お願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第４号朗読】 

議案第４号 
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農地法第５条第１項の規定による許可申請書の提出について 

次の者から農地法第５条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第４号内容説明】 

本件申請につきましても、立地基準及び一般基準を満たし、農用地利用集積計

画及び農業振興地域整備計画に基づく農地利用に支障を生ずる恐れがないものと

判断しております。 

第１号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□-□、面積３４，８４

２㎡の内８，５９５㎡。契約内容、使用貸借。目的、砂及び土採取。計画内容、

砂採取量１１，００６㎥。土採取量１５，４５０㎥。合計２６，４５６㎥。転用

基準、区分、農用地。許可理由、農地法施行令第１１条第１項第１号。土地利用

計画、農用地。所有者氏名、□□番地の□、□。転用者氏名、□□番地、□。 

１号から４号まで利用基準、土地利用計画は同様となりますので省略させてい

ただきます。 

第２号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□-□、面積２７，８０

９㎡の内７，７０４㎡。契約内容、賃貸借。目的、砂採取。計画内容、砂採取量

７，５７５㎥。所有者氏名、□□番地の□、□。転用者氏名、□□番地、□。 

第３号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□、面積１７１，６８

５㎡の内８，１２６㎡。契約内容、賃貸借。目的、砂採取。計画内容、砂採取量

６，４０９㎥。所有者氏名、□□番地の□、□。転用者氏名、□□番地 □。 

第４号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□－□外□筆。合計１

３６，２６６㎡の内５，７２５㎡。契約内容、賃貸借。目的、砂採取。計画内容、

砂採取量８，９９２㎥。所有者氏名、□□番地の□、□。転用者氏名、□□番地

の□、□。 

第５号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□-□、面積６４，３８

２㎡の内３，８３１．３２㎡。契約内容、使用貸借。目的、農業用施設建設。計

画内容、育成舎外３，８３１．３２㎡。転用基準、区分、農用地。許可理由、農

地法第５条第２項。土地利用計画、農用地。所有者氏名、□□番地の□、□。転

用者氏名、□□番地の□、□。以上で議案第４号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第４号の事務局説明が終わりました。こ

こで、現地調査委員の説明を求めます。１号を議席４番小島委員。２号を議席１

４番木幡委員。３号を議席４番小島委員。４号を議席１５番加藤真純委員。５号

を議席６番浦山委員。それでは１号につきまして、小島委員お願いします。 

４番 

(小島委員) 

はい、説明いたします。この案件も加藤真純委員長、藤井委員と事務局で現地

調査に行ってきました。□さんの所は、先程完了の説明があった続きで、特に問

題ないと思います。□さんの案件ですが、土地を初めて見に行ってきたのですが、

綺麗に砂が取られていました。ただ過去に採取した部分について他の委員さんか

らも話がありましたが、草地化していないので、そこの部分を指導して欲しいと

の話がありました。特に問題ないかなと思います。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号を木幡委員お願いします。 

１４番 

(木幡委員) 

それでは説明します。４月１３日に大内副委員長、市川委員と事務局で現地調

査をしてきました。継続して取っているところですが、この先も取って行くと思

われます。種はこれから蒔くのだと思います。整地はしてありました。よろしく

お願いします。 
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議長 

(小野会長) 

続きまして、４号を加藤真純委員お願いします。 

１５番 

(加藤真純委員) 

４号の□さんの土地ですが、先程完了があった続きを継続して取って行く案件

ですので、全く問題ないと思って見てまいりました。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、５号を浦山委員お願いします。 

６番 

(浦山委員) 

はい、説明いたします。この案件につきましても４月１５日に加藤和広委員外

５名で見てまいりました。前段にこの案件ですが、６月、７月の総会にて保有合

理化事業で進めている案件で、皆様に御審議をいただく案件でございます。□さ

んですが去年７月をもって搾乳を停止されております。その□さんの施設をその

まま□さんへ移転するため現在進めています。その移転に伴い育成舎を建設した

いというのが今回の案件でございますので、必要最小限ということで見てまいり

ました。よろしくお願いいたします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第４号の委員説明が終わりました。ここ

で、議案第４号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませ

んか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、議案第４号の採決に入りたいと思います。否決の

方の挙手を求めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 

議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案４号を原案のとおり許可することに決定し

ます。 

続きまして、｢日程第１２ 議案第５号 別海町農用地利用集積計画の決定につ

いて｣を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(齊藤主事) 

【議案第５号朗読】 

議案第５号 

別海町農用地利用集積計画の決定について 

別海町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想第５の１の(６)による計

画について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項により決定を求める。 

【議案第５号内容説明】 

本案は、全部で１６件ございます。内訳は、所有権の移転が２件。利用権の設

定が１４件です。所有権移転の２件につきましては、農地保有合理化事業による

北海道農業公社からの一時貸付けが完了し、公社から売渡しを受けるものであり

ます。 

こちらは一時貸付時にあっせん結果の報告がされておりますので事務局説明の

みとさせていただきます。また、利用権設定第１号から第３号につきましては報

告第３号で御説明いただき、御承認を頂いておりますのでこちらも事務局説明の

みとさせていただきます。 

それでは議案の内容について朗読します。まずは所有権の移転からです。 

第１号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする土

地、□□-□外□筆、計１０３，７５４㎡。所有権の移転をする者、札幌市中央区

北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人 北海道農業公社 理事長 竹林孝。

利用目的、牧草畑として利用。所有権の移転時期、令和２年５月１日。対価□円。

対価の支払い方法、指定口座に振込。対価の支払い期限、令和３年３月３１日。

引渡の時期、対価の支払日。当事者間の法律関係は売買。 
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次号につきましては、所有権の移転をする者、所有権の移転時期、対価の支払

い方法、対価の支払い期限、引渡時期、当事者間の法律関係は同文ですので省略

させていただきます。 

第２号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする土

地、□□-□外□筆、計４１２，７３７．１３㎡。利用目的、牧草畑及び農業用施

設として利用。対価□円。 

次から利用権の設定になります。第１号から第３号につきましては、報告第３

号と重複しますので、内容詳細についてのみ朗読させていただきます。それでは

朗読します。 

第１号。利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和２年５

月１日。終期、令和７年３月１日。借賃の支払方法、毎年、１２月１０日までに

指定口座に振込むものとする。当事者間の法律関係、賃貸借。 

第２号、第３号については同様の内容ですので、朗読を省略させていただきま

す。 

第４号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□外□筆、

計１２３，２９３㎡。設定をする者、□□番地の□、□。利用権の種類、賃借権。

内容、牧草畑として利用。始期、令和２年５月２６日。終期、令和１２年５月２

５日。借賃、年間□円。借賃の支払い方法、毎年、１１月末日までに指定口座に

振込むものとする。調整委員は藤井委員、太田委員です。 

次号から第１４号まで、利用権の種類、当事者間の法律関係につきましては同

様の内容ですので朗読を割愛させていただきます。また同様に、次号から第１３

号まで始期、終期と借賃の支払い方法につきまして同内容となっておりますので

朗読を割愛させていただきます。 

第５号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定をする土地、□□-□。計４

２，７４６㎡。設定をする者、同上です。内容、採草放牧地として利用。借賃、

年間□円。調整委員も同上です。 

第６号。設定を受ける者、□□番地の□、□｡設定する土地､□□-□外□筆、計

□㎡｡設定をする者､□□番地の□､□｡内容､牧草畑として利用｡借賃、年間□円。

調整委員は、藤井委員と林委員です。 

第７号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□外□筆、

計７５，５７４㎡。設定をする者、内容は同上です。借賃、年間□円。調整委員

も同上です。 

第８号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□外□筆、

計４７，８７８㎡。設定をする者、内容同上です。借賃、年間□円。調整委員は

同上です。 

第９号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□外□筆、

計５７，５９７㎡。設定をする者、内容、同上です。借賃、年間□円。調整委員

は同上です。 

第１０号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□外□筆。

計６５，７７６．７０㎡。設定をする者、同上です。内容、牧草畑及び採草放牧

地として利用。借賃、年間□円。調整委員は同上です。 

第１１号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□外□筆、

合計１５７，２３６㎡。設定する者、同上です。内容、牧草畑として利用。借賃、

年間□円。調整委員、同上です。 

第１２号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□、□□
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-□、計４９，９２９㎡。設定をする者、□□番地の□、□。内容、同上です。借

賃、年間□円。調整委員、五ノ井委員と羽石委員です。 

第１３号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□、計７

３，０００㎡。設定をする者、内容同上です。借賃、年間□円。調整委員、同上

です。 

第１４号。設定を受ける者、□□番地の□、□。設定する土地、□□-□外□筆、

計１１０，１４２㎡。設定をする者、□□番地の□、□。内容、同上です。始期、

令和２年５月１日。終期、令和３年４月３０日。借賃、年間□円。借賃の支払い

方法、毎年、８月末日までに指定口座に振込むものとする。調整委員は及川委員、

大内委員です。以上で、議案第５号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第５号の事務局説明が終わりました。所

有権移転１号、２号につきましては説明済み案件。利用権設定１号から３号につ

きましては報告第３号で説明済みですので、事務局説明のみとします。それでは

調整委員の説明を求めます。４号から１１号につきましては議席２０番藤井委員。

１２号１３号を議席１９番五ノ井委員。１４号を議席１１番及川委員。それでは

４号から１１号につきまして、藤井委員お願いします。 

２０番 

(藤井委員) 

はい、御説明たします。４号、５号は、□さんの土地です。□と□の賃貸が更

新時期になり継続となります。５号から１１号までですが、これは□の□さんの

土地です。１０年程前から近隣の農家に分散して賃貸している土地です。これも

契約更新の時期になり、継続して同じ人が借りることになりました。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、１２号、１３号を五ノ井委員お願いします。 

１９番 

(五ノ井委員) 

１２号について説明いたします。今までは□さんが隣接ということで賃貸して

いましたが、□さんが体調を崩し経営を縮小するということで、□さんに賃貸す

ることで調整してきました。１３号につきましては、今まで□さんに５年で賃貸

していましたが、今回から１０年で賃貸ということで調整してまいりました。よ

ろしくお願いいたします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、１４号を及川委員お願いします。 

１１番 

(及川委員) 

はい、御説明いたします。議案第１号で賃貸借の解約があった畑です。□さん

が離農することになり解約しましたが、隣の□さんが同条件で借りることになり

ました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第５号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。議案第５号につきまして何か御質問ございません

か。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、議案第５号の採決に入りたいと思います。否決の

方の挙手を求めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 

議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案第５号を原案のとおり許可することに決定

します。 

続きまして、｢日程第１３ 議案第６号 令和２年度別海町農地移動あっせん指

導価格の設定について｣を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明を

お願いします。 

事務局 【議案第６号朗読】 
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(藤巻主査) 議案第６号 

令和２年度別海町農地移動あっせん指導価格の設定について 

令和２年度別海町農地移動あっせん指導価格の設定について、承認を求める。

【議案第６号内容説明】 

本町のあっせん指導価格につきましては、平成１０年に８０万円を上限と設定

して以降、これまで変更はございません。現状を踏まえまして、令和２年度にお

いても、価格の設定を畑１ha 当たり８０万円を上限とするものであります。以上

で議案第６号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第６号の事務局説明が終わりました。こ

の指導価格の説明につきましても事務局説明のみとさせていただきます。それで

は議案第６号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございません

か。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、議案第６号の採決に入りたいと思います。否決の

方の挙手を求めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 

議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案第６号を原案のとおり許可することに決定

します。 

続きまして、｢日程第１４ 議案第７号 農地法第３条第２項第５号の規定に基

づく別段の面積を設定しないことの承認について｣を議題に供します。事務局より

議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第７号朗読】 

議案第７号 

農地法第３条第２項第５号の規定に基づく別段の面積を設定しないことの承認

について 

農地法第３条第２項第５号の規定に基づく別段の面積(下限面積)を、次の理由

により設定しないことについて承認を求める。 

【議案第７号内容説明】 

内容につきましては、議案書の方に提案理由、下限面積を設定しない理由につ

いて記載していますが、農業委員会が定める別段の面積、下限面積につきまして

は、農地法第３条第２項第５号の規定により農地の権利取得後、経営面積の下限

を北海道は２ha と定めていますが、同法施行規則１７条第１項及び第２項の規定

により農業委員会が別段の面積を設定することが出来るようになっております。

下限面積を基準面積より小さく設定出来る基準としましては、下限面積以下の農

家個数が全体の４０％を下回る場合又は町全体の農地面積に対し、遊休農地面積

が相当程度存在すること、となっております。本町におきましては、これらに該

当しないことから別段の下限面積を設定する必要が無いものと判断するものであ

ります。以上で議案第７号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第７号の事務局説明が終わりました。そ

れでは議案第７号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございま

せんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、議案第７号の採決に入りたいと思います。否決の

方の挙手を求めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 
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議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案第７号を原案のとおり許可することに決定

します。 

続きまして、｢日程第１５ 議案第８号 証明願いについて｣を議題に供します。

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第８号朗読】 

議案第８号 

現況証明願いについて 

次の者から現況証明願いが提出されたので、北海道農地法関係事務処理要領第

８の４の規定により証明する。 

【議案第８号内容説明】 

第１号。所在、□□-□外□筆、計１７，５７２㎡。利用状況、雑種地。所有者、

□□番地□、□。 

現地調査委員につきましては、記載のとおりでありますので省略させていただ

きまして、次号からも同様とさせていただきたいと思います。 

第２号。所在、□□-□外□筆、計５６，８６５㎡。利用状況、雑種地。所有者、

□□番地の□、□。 

第３号。所在、□□-□外□筆、計１２，６６０㎡。利用状況、原野及び雑種地。

所有者、□□番地の□、□。 

第４号。所在、□□-□、面積１３，６３８㎡。利用状況、原野。所有者、□□

番地の□、□。 

第５号。所在、□□-□、面積１２９，１４５㎡の内２，５８８．３８㎡。利用

状況、雑種地。所有者、□□番地の□、□。 

第６号。所在、□□-□、面積２，９９８㎡の内１，２７１．７０㎡。利用状況、

宅地。所有者、□□番地の□、□。 

第７号。所在、□□-□、面積１６，５９３㎡。利用状況、雑種地。所有者、□

□番地の□、□。 

第８号。所在、□□-□、面積６４，３８２㎡の内４，０９７．８２㎡。利用状

況、雑種地。所有者、□□番地の□、□。 

第９号。所在、□□-□、面積１，９３３㎡の内７３８．４７㎡。利用状況、宅

地。所有者、□□番地の□、□。以上で、議案第８号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第８号の事務局説明が終わりました。そ

れでは、現地調査委員の説明を求めたいと思います。１号を議席２０番藤井委員。

２号を議席１４番木幡委員。３号を議席２０番藤井委員。４号を議席２６番信夫

代理。５号を議席４番小島委員。６号を議席２０番藤井委員。７号から９号を議

席６番浦山委員お願いします。それでは１号を藤井委員お願いします。 

２０番 

(藤井委員) 

１号を御説明いたします。□さんですが一昨年営農を辞めております。今は□

に住んでいますが、□さんの施設跡地に土地全般を取得することになっている□

から、施設を作りたいという申出がありまして、現地調査をしてきました。施設

跡地ですので農地には関係のないところですが若干農地に掛かるかギリギリです

が見た目は大丈夫だと思います。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号を木幡委員お願いします。 

１４番 

(木幡委員) 

それでは説明いたします。□さんから雑種地として認めてほしいと言われてい

ましたが、中山間事業の土地で今回見直しにより外れたので、雑種地に地目変更

申請案件となりました。よろしくお願いします。 
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議長 

(小野会長) 

続きまして、３号を藤井委員お願いします。 

２０番 

(藤井委員) 

３号ですが、これは殆ど□の市街地です。□の丁度真裏辺りなので、原野雑種

地で問題ないと思います。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、４号を信夫代理お願いします。 

２６番 

(信夫代理) 

それでは説明させていただきます。□さんの現況証明につきまして、先月総会

にて審議いただいた所ですが、２号の案件と同じように中山間事業の網に掛かっ

ていて、今回切替えということで当該地について地域内移転の準備が着々と進ん

でいる状況です。４月１５日、上春別班の土地評価に合わせて見てまいりました。

問題ないと思います。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、５号を小島委員お願いします。 

４番 

(小島委員) 

□さんですが、この場所は以前スタックを積んでいた場所で、今回バンガーサ

イロを作りたいという話がありましたので見てきました。特に問題ないと思いま

す。お願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、６号を藤井委員お願いします。 

２０番 

(藤井委員) 

６号ですが、□さんが息子さんの住宅を同じ敷地内のすぐ隣に建設するとのこ

となので、全く問題ないと思います。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、７号から９号まで浦山委員お願いします。 

６番 

(浦山委員) 

説明します。７号の□さんですが、□の代表でございます。今回の申請地は、

丁度牛舎の間でございます。そこに新しい哺育舎を建てたいということで問題は

ないと思います。８号の□さんの案件ですが、これも道路から旧□さん宅の引き

込みの周りに当たる場所でございます。これも雑種地として問題ないと思います。

９号の□さんの案件ですが、ここは丁度施設地の真ん中程になりますが、住宅の

一部と倉庫が建っている場所で、これも問題ないと見てまいりましたので、よろ

しくお願いいたします。 

議長 

(小野会長) 

ありがとうございました。議案第８号の委員説明が終わりました。ここで議案

第８号につきまして、質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) ｢なし。｣ 

議長 

(小野会長) 

｢なし。｣ということですので、議案第８号の採決に入りたいと思います。否決の

方の挙手を求めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 

議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案第８号を原案のとおり許可することに決定

します。 

続きまして、｢日程第１６ 議案第９号 令和元年度の目標及びその達成に向け

た活動の点検・評価(案)及び令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画

(案)の決定について｣を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお

願いします。 

事務局 

(木主幹) 

【議案第９号朗読】 

議案第９号 

令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)及び令和２年度

の目標及びその達成に向けた活動計画(案)の決定について 
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農業委員会事務の実施状況等の公表について(平成２８年３月４日付２７経営

第２９３３号農林水産省経営局農地政策課長通知)に基づき、当会における「令和

元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)」及び「令和２年度の

目標及びその達成に向けた活動計画(案)」を次のとおり定めることにつき承認を

求める。 

【議案第９号内容説明】 

農業委員会の情報の公表につきましては、農業委員会等に関する法律第３７条

に記載されているところですが、具体的な実施方法については、農業委員会事務

の実施状況等の公表について定められております。本案は、定められた指定様式

により作成した前年度の点検評価と今年度の活動計画の公表に当たり、承認を求

めるものです。 

令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価案です。詳細につい

ては、割愛させていただきまして、要点のみ説明させていただきます。 

Ⅰ、農業委員会の状況ということで令和２年３月３１日現在のものを載せてご

ざいます。１番の農業の概要につきましては、各統計及び農林業センサスに基づ

きまして、それに基づく数字を記入しております。 

次に２番、農業委員会の現在の体制でございますけども、新制度に基づく農業

委員会の農業委員数といたしまして、定数２７に対して実数２７となってござい

ます。 

Ⅱ、担い手への農地の利用集積・集約化でございます。３、目標の達成に向け

た活動ということで、活動の実績でございます。利用権設定等促進事業などの農

業経営基盤強化促進事業、農地売買等事業などの農地流動化施策を積極的に推進

しまして、昨年度につきましては、基盤強化促進事業が１１２件で１，６５８ha、

農地売買等事業が６４件で１１４８haとなっております。 

Ⅲ、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進でございます。こちらの２、

令和元年度の目標及び実績ということで、参入目標１経営体に対して参入実績１

経営体がございました。参入目標面積６０ha に対して参入実績面積１３５．１ha

でございます。 

Ⅳ、遊休農地に関する措置に関する評価ということでございます。現状面積は

６．３ha となっております。２、令和元年度の目標及び実績ということで、先程

の遊休農地面積６．３haの解消を目標としておりましたが、解消実績は０haとな

っております。 

Ⅴ、違反転用への適正な対応でございます。違反転用面積につきましては０ha

で、昨年の転用違反はございません。 

Ⅵ、農地等によりその権限に属された事務に関する点検でございます。こちら

につきましては、先程報告の第２号事務処理状況報告と一部重複しますが、１、

農地法第３条に基づく許可事務として５９件。２、農地転用に関する事務といた

しまして４５件。こちらは、４条と５条を合わせて４５件となっております。３、

農地所有適格法人からの報告への対応ということで、こちらは農地法第６条第１

項の規程による農地所有適格法人からの定期報告になります。昨年の実施状況で

すけれども、まず、管内の農地所有適格法人数が、１３５法人あります。うち報

告書の提出があった法人が１１５法人でございます。昨年報告書の提出がなく督

促を行った法人が１９法人となっております。 

Ⅶ、地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容についてですが、昨年に

ついてはございません。 
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Ⅷ、事務の実施状況の公表等についてですが、１、総会等の議事録の公表につ

きましては、町のホームページで公表しております。３、活動計画の点検・評価

の公表につきましても町のホームページにおいて公表しております。 

次に令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画案でございます。Ⅲ、新

たな農業経営を営もうとする者の参入促進でございますが、２、令和２年度の目

標及び活動計画としまして、今年の参入目標といたしましては１経営体を目標と

してございます。 

Ⅳ、遊休農地に関する措置ということで、遊休農地の面積につきましては６．

３ha となっております。２、令和２年度の目標及び活動計画としまして、先程の

６．３haを解消目標面積として設定してございます。 

Ⅴ、違反転用への適正な対応ということで、今年度につきましても違反転用０

haということで目標としております。以上で議案第９号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第９号の事務局説明が終わりました。そ

れでは議案第９号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございま

せんか。 

はい、信夫代理。 

２６番 

(信夫代理) 

６２ページの３、農地所有適格法人からの報告への対応の実施状況について。

管内の農地所有適格法人数と内訳が合わないのはなぜですか。 

事務局 

(山下主任) 

回答させていただきます。適格法人の法人数１３５件に対して報告数１１５件

とありますが、これは３月３１日現在の数字で、４月２日に約２０件適格法人の

報告書が提出されています。３月３１付けで区切っているのでこの数字になって

おります。 

議長 

(小野会長) 

現状は全件提出ありましたか。 

事務局 

(山下主任) 

全件ではないのですが、数件、まだ提出のない法人があります。督促について

は１９件となっておりますが、その内、１法人提出されていないと記載がありま

すが、その法人に関しましても４月９日付に定期報告の報告がなされている状況

です。 

議長 

(小野会長) 

全件揃いましたか。 

事務局 

(山下主任) 

３月末時点で督促送っておらず、これから送る法人、提出されていない法人が

今のところ３法人あります。今後督促状を送っていく形です。 

議長 

(小野会長) 

分かりました。その他に何か御質問ありますか。 

はい、大内委員。 

２３番 

(大内委員) 

６４ページ下段の新制度に基づく農業委員会の欄で、認定農業者に準ずる者と

ありますが、どういう人を準ずるというのか。 

事務局 

(中村局長) 

申請中やまだ受けていない、または元認定農業者などを指します。今回農業委

員の募集要項欄に、農業委員改選の関係で調べましたら、認定農業者と認定農業

者ではない方、その他に申請中や元農業委員に関しても記載がありました。私も

しっかりと調べてはいませんが、準ずるものとは申請中などを指すと思っており

まして、詳細は資料がないのでお答えできませんが、準ずるということはそうい

うことだと思います。 

議長 

(小野会長) 

今まで事例はありましたか。 

事務局 私が来てからは無いです。みなさん認定農業者か、認定農業者ではない方では
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(中村局長) 例えば畠山委員ですが、家族協定を結んでいない、そして認定を受けていないと

いうことで、実際農業に従事されていますが、認定農業者ではない方はおります。 

議長 

(小野会長) 

認定農業者でも無くても問題ないのですか。 

事務局 

(中村局長) 

はい。 

議長 

(小野会長) 

分かりました。そのほか御質問ございませんか。 

（委員） 「なし。」 

議長 

（小野会長） 

「なし。」ということですので、議案第９号の採決に入りたいと思います。否決の

方の挙手を求めます。 

(委員) ｢挙手なし｣ 

議長 

(小野会長) 

｢挙手なし｣ということですので、議案第９号を原案のとおり許可することに決定

します。 

以上で、本総会に提出された議案の審議は全て終了しました。 

これをもちまして、第３５回総会を閉会します。 

 


